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議長（入澤登喜夫君） 平成２１年第９回片品村議会臨時会の開会に当たり、一言ごあい

さつを申し上げます。 
議員各位には、公私ともにご多忙のところご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 
小雪も過ぎ、寒さも日ましに感じられる今日この頃ですが、早い降雪により順調なスキ

ーシーズンを迎えられるよう期待しております。 
１０月２５日に執行されました村長選におきましては、千明金造村長が２期目に当選し、

去る１３日に就任されました。心からお祝い申し上げます。 
これから引き続き４年間、片品村の発展のために、ご尽力願いたいと思っております。 
さて、本臨時会に提出されます議案は、片品村職員の給与に関する条例等の一部改正の

ほか１案件であります。どうか十分な審議の上、適切なる結論に達しますよう、お願いを

申し上げまして、開会に当たってのあいさつといたします。 
─────────────────────────────────── 

議長（入澤登喜夫君） 引き続き、村長より、招集のあいさつがあります。 
村長 千明金造君。 
     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本日は、平成２１年第９回片品村議会臨時会をお願いいたしましたところ、議員の皆様

には大変お忙しい中、ご出席をいただき、誠にありがとうございます。 
厚くお礼を申し上げます。 
総合産業文化展や尾瀬文学賞俳句大会表彰式など一連の秋の諸行事も、関係各位のご協

力によりましてそれぞれ無事終了し、感謝申し上げます。 
また、私事ではありますが、１０月２５日執行の片品村長選挙におきましては、有権者

の皆様方から信任を得、向こう４年間、２期目の村政運営に携わることになりました。「村

に生きる村を生かす」を信条に、片品村発展のため、最善の努力を尽くしてまいりますの

で、村民の皆様並びに議員各位には、今後ともなお一層のご指導、ご支援、ご協力を心か

らお願い申し上げます。 
季節は、秋から冬へと移り行こうとしています。周囲の山々も寒い日は、うっすらと雪

化粧を見られるようになりました。来たるべく冬のシーズンが、降雪に恵まれ、より良い

シーズンとなることを期待するものであります。 
さて、本日の臨時会でお願いする案件ですが、人事院勧告に伴う給与等の条例改正と新

型インフルエンザ対策に伴う一般会計補正予算であります。内容につきましては、その都

度ご説明申し上げますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、あいさつとい

たします。 
どうぞよろしくお願いいたします。 
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─────────────────────────────────── 
議長（入澤登喜夫君） ただいまから、平成２１年第９回片品村議会臨時会を開会します。 
本日の会議を開きます。 

 
     午後 １時３３分  開会 

─────────────────────────────────── 
日程第１ 会議録署名議員の指名 

 
議長（入澤登喜夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、１番 戸丸廣安君及び２番 

星野千里君を指名します。 
─────────────────────────────────── 

日程第２ 会期の決定 

 
議長（入澤登喜夫君） 日程第２、会期の決定の件を議題にします。 
お諮りします。 
本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 
ご異議ありませんか。 
     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（入澤登喜夫君） 異議なしと認めます。 
したがって、会期は、本日１日限りに決定しました。 
─────────────────────────────────── 

日程第３ 議案第６８号 片品村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ 

いて 

 
議長（入澤登喜夫君） 日程第３、議案第６８号 片品村職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例について、を議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 
村長 千明金造君。 
     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
議案第６８号 片品村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、提案

の説明を申し上げます。 
人事院は本年５月に、６月支給の期末勤勉手当を０．２か月分凍結するよう臨時勧告を

行い、村はこれにならい支給を凍結したところでありますが、８月にはさらに基本給及び
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期末手当等を引き下げるよう減額勧告がなされました。 
村ではこの勧告にしたがい、一般職員については基本給及び期末勤勉手当並びに自宅に

係わる住居手当を、常勤の特別職及び村議会議員については期末手当を減額したいので、

関係する条例の一部を一括して改正するものでございます。 
 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 
 
議長（入澤登喜夫君） なお、詳細な説明を求めます。 
総務課長 星野準一君。 

 
総務課長（星野準一君） それでは、議案第６８号 片品村職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例について、説明を申し上げます。 
 なお、説明に入る前に、配付をいたしました改正条例案の一部訂正を誠におそれいりま

すが、よろしくお願いいたします。 
１ページ目の下から１１行目の真ん中ほどに「百分の１５０」の百が漢数字の「百分の」

という部分がありますが、この漢数字で「百分の１５０」とある部分について、アラビア

数字といいますか、普通の数字の「１００」に訂正をしていただきたくよろしくお願いい

たします。 
 それでは、説明に入らせていただきます。 
  ただいま村長が提案理由で申し上げましたとおり、人事院は本年５月の臨時勧告に引

き続きまして、８月にも給与改定の勧告を行いました。 
片品村では、５月の臨時勧告に基づき６月支給の期末勤勉手当を、一般職員については

０．２か月分、常勤の特別職並びに議会の議員の皆様方については０．１７５か月分を減

額したところでありますが、８月の人事院勧告分についても、この勧告どおり改定をした

いので、関係する３件の条例の一部改正を本条例でお願いするものでございます。 
改正の内容ですが、一般職員につきましては、自宅に係る月額２，５００円の住居手当

を廃止すること。月例給につきましては、俸給月額を若年層の一部を除きまして、平均０．

２％引き下げるということ。並びに期末勤勉手当につきましては、０．３５か月分を引き

下げるものでございます。 
なお、期末勤勉手当につきましては、既に夏季手当で０．２か月分減額をしていますの

で、１２月支給の冬の手当では０．１５か月分の減額となるものでございます。 
また、俸給月額の引き下げがあった者の減額分の調整を行いますけれども、この調整に

つきましては、４月から１１月分までの給料と夏季手当の支給額に調整率０．２４％を乗

じて得た額を、１２月支給の期末勤勉手当から差し引くものでございます。 
次に、常勤の特別職、これは村長・副村長・教育長の関係でありますが、期末手当を０．

３か月分引き下げをいたします。これにつきましても、既に６月支給の夏季手当におきま

して０．１７５か月分を減額しておりますので、１２月支給の冬の手当におきましては、



 

－  － 7

０．１２５か月分の減額を行うものでございます。 
次に、議会の議員の皆様方の関係でございますが、常勤の特別職と同様に期末手当を０．

３か月分引き下げるものでございます。常勤と同じく、夏季手当において既に０．１７５

か月分を減額しておりますので、冬の手当におきましては０．１２５か月分の減額を行う

ものでございます。 
概要につきましては、以上のとおりでございますけれども、次に条文の関係を説明させ

ていただきます。 
片品村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例ということで、３条例を本条例

で一括改正したいというものでございます。 
まず、第１条は、片品村職員の給与に関する条例の一部改正で、第１２条の２第１項中

とありますのは、一般職員の自宅に係る住居手当、これは月額２，５００円の支給でござ

いますが、これを廃止するものでございます。 
第２３条第２項中とありますのは、１２月支給の期末手当の支給率を「１００分の１０」、

なお、５級以上の職員につきましては、「１００分の１５」引き下げるものでございます。 
 同条第３項中とある部分は、再任用職員に対する規定で、同様の引き下げを行うもので

す。 
なお、現在片品村役場には、再任用職員はおりませんので申し添えます。 
 次に、第２４条第２項中とありますのは、勤勉手当の支給率の引き下げを行う改正部分

でございます。 
 なお、一般職の給与表につきましては、別表１並びに別表２のとおりに改めるものでご

ざいます。 
 次に、第２条関係ですが、同じく片品村職員の給与に関する条例の一部改正で、まず第

２３条第２項中とありますのは、期末手当の支給率の引き下げの関係で、平成２２年４月

１日以降の適用に関する部分の規定でございます。 
同条第３項中とありますのは、再任用職員の期末手当の引き下げに関する規定の部分で

ございます。 
 第２４条第２項第１号中とありますのは、勤勉手当の支給率を「１００分の５」引き下

げているものでございます。 
 第２４条第２項第２号中とありますのは、再任用職員の勤勉手当の引き下げ規定でござ

います。 
 第３条の関係でございますが、平成１８年の給与改定で減額となってしまったものにつ

きまして、当時の支給額現状を保障しておりますけれども、これに対する減額支給率を定

める規定に関するものでございます。 
 次に、第４条は、特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正で、

常勤の特別職、これは村長・副村長・教育長でございますが、その期末手当の支給率を改

定するものでございます。 
 第４条第１項中とありますのは、１２月支給の期末手当を「１００分の１２．５」引き
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下げるものでございます。 
 次に、第５条につきましても、常勤の特別職の期末手当の支給率の改正で、第４条第１

項中とありますのは、６月支給の期末手当を「１００分の１７．５」引き下げるものでご

ざいます。 
 次に、第６条は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正で、議

会の議員の期末手当の支給率を改定するものであります。 
 第５条第２項中とありますのは、１２月支給の期末手当を「１００分の１２．５」引き

下げるものでございます。 
 第７条につきましても、議会の議員の皆様の期末手当の支給率の改定で、第５条第２項

中とありますのは、６月支給の期末手当を「１００分の１７．５」引き下げるものでござ

います。 
 附則につきましては、施行期日ほかです。 
第１条は、施行期日を定めるもので、この条例は、平成２１年１２月１日から施行する。

ただし、第２条、第５条、第７条は、平成２２年４月１日から施行するというものでござ

います。 
 第２条は、減額対象者となる一般職の平成２１年４月から１１月までに支給した給与等

を１２月支給の期末手当から差し引くことを定めたものでございます。 
 第３条は、施行に当たり必要となる事項を規則で定める旨を定めたものでございます。 
 以上のとおりですが、よろしくお願いいたします。 
 
議長（入澤登喜夫君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 
質疑は、ありませんか。 
     （「進行」と呼ぶ者あり） 
 
議長（入澤登喜夫君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
これから討論を行います。  
まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 
     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（入澤登喜夫君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 
     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（入澤登喜夫君） これで討論を終わります。 
これから、議案第６８号 片品村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ

いて、を採決します。 
お諮りします。 
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本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（入澤登喜夫君） 異議なしと認めます。 
したがって、議案第６８号 片品村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に

ついては、原案のとおり可決されました。 
─────────────────────────────────── 

日程第４ 議案第６９号 平成２１年度片品村一般会計補正予算（第４号）について 

 
議長（入澤登喜夫君） 日程第４、議案第６９号 平成２１年度片品村一般会計補正予算

（第４号）について、を議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 
村長 千明金造君。 
     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 議案第６９号 平成２１年度片品村一般会計補正予算（第４号）について、提案の説明

を申し上げます。 
 既定の予算総額に３９５万７，０００円を追加し、歳入歳出予算をそれぞれ３８億６５

４万８，０００円にお願いするものでございます。 
 歳入は、新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金であります。 
 歳出は、衛生費の予防接種事業であります。 
 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 
─────────────────────────────────── 

議長（入澤登喜夫君） 暫時休憩いたします。 
     午後 １時４７分  休憩 
 
     午後 ２時１６分  再開 

議長（入澤登喜夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
─────────────────────────────────── 

議長（入澤登喜夫君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 
質疑は、ありませんか。 
     （「進行」と呼ぶ者あり） 
 
議長（入澤登喜夫君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
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これから討論を行います。  
まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 
     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（入澤登喜夫君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 
     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（入澤登喜夫君） これで討論を終わります。 
これから、議案第６９号 平成２１年度片品村一般会計補正予算（第４号）について、

を採決します。 
お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（入澤登喜夫君） 異議なしと認めます。 
したがって、議案第６９号 平成２１年度片品村一般会計補正予算（第４号）について

は、原案のとおり可決されました。 
─────────────────────────────────── 

日程第５ 字句等の整理委任について 

 
議長（入澤登喜夫君） 日程第５、字句等の整理委任について、を議題とします。 
お諮りします。 
本臨時会で議決された事件について、その字句及び数字等の整理を要するものについて

は、会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。 
ご異議ありませんか。 
     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（入澤登喜夫君） 異議なしと認めます。 
したがって、字句及び数字等の整理は、議長に委任することに決定しました。 
─────────────────────────────────── 

議長（入澤登喜夫君） これで本日の日程は、全部終了しました。 
会議を閉じます。 
平成２１年第９回片品村議会臨時会を閉会します。 

 
     午後 ２時１９分  閉会 


